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(57)【要約】
【課題】複数の隣接する鉛蓄電池の電槽の外部側面に設
けられたリブ同士の噛み合いを防止することができる鉛
蓄電池を提供する。
【解決手段】電槽箱１１と、電槽箱１１の上部開口を塞
ぐ電槽蓋１２とからなる電槽箱本体１０を備えた鉛蓄電
池において、電装箱本体１０の側面に縦方向に複数条に
突出した縦リブ１５を備え、突出した縦リブ１５は電槽
蓋１２の周側面より突出しないように形成し、且つ、隣
接する縦リブ１５間を繋ぐ横リブ１６を備えたことを特
徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電槽箱と、前記電槽箱の上部開口を塞ぐ電槽蓋とからなる電槽箱本体を備えた鉛蓄電池
において、
　前記電装箱本体の側面に縦方向に複数条に突出した縦リブを備え、前記突出した縦リブ
は前記電槽蓋の周側面より突出しないように形成し、且つ、隣接する前記縦リブ間を繋ぐ
横リブを備えたことを特徴とする鉛蓄電池。
【請求項２】
　前記横リブを、鉛蓄電池の重心位置よりも低い位置に設けたことを特徴とする請求項１
に記載の鉛蓄電池。
【請求項３】
　前記縦リブは、前記電槽箱本体の一対の対向する側面に設けられ、前記縦リブ間を繋ぐ
横リブを、一方の側面の端と、他方の側面の端とに設け、一方の側面に設けられた横リブ
と他方の側面の端とに設けた横リブとは点対象の位置に設けたことを特徴とする請求項１
または２に記載の鉛蓄電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電槽の外部側面にリブが形成された鉛蓄電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、鉛蓄電池は、鉛を主成分とする正極基板および負極基板にそれぞれ正極活物質お
よび負極活物質を充填してなる正極板と負極板とをセパレーターを介して交互に積層し、
同極性同士の極板の耳部を溶接によって接続することにより極板群を形成し、前記極板群
を電槽箱に収納し、この電槽箱に注液や排気用の開口部を有する電槽蓋を溶着あるいは接
着剤で接着し、この開口部から電解液を注液し製造した鉛蓄電池が知られている（例えば
、特許文献１参照）。この種の鉛蓄電池は、標準の外形寸法が規格化されている。そのた
め、電槽箱に収容する電極板の枚数に応じて、電槽箱本体の内部空間を制限し、電槽箱の
外形寸法を規格寸法にそろえるために、電槽箱本体の外部側面にリブを形成している。
　また、電槽箱本体の外部側面に縦リブを複数本形成し、該縦リブの幅寸法を中央では大
きくし、側部に行くほど小さくすることで、電槽の強度向上を図ることが知られている（
例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１８４１２４号公報
【特許文献２】実開昭６１－１３６４６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、この種の鉛蓄電池は、輸送時には、複数の鉛蓄電池を並べてパレットに載置
して緊締し、梱包されている。しかしながら、縦リブが電槽蓋の周側面より突出しないよ
うに形成されているため、輸送時に振動を受けて、鉛蓄電池が移動し、隣接する鉛蓄電池
の電槽箱本体の外部側面に設けられた縦リブが、互いに隣接するリブ間に入り込みリブ同
士が噛み合ってしまう事が考えられる。輸送時に、隣接する鉛蓄電池のリブ同士が噛み合
った場合には、隣接する電槽箱本体はリブ同士が噛み合った分、互いに近づく。これに対
して、電槽箱の開口部を閉封する電槽蓋は、上面視で鉛蓄電池の規格寸法に形成されてい
るため、隣接する鉛蓄電池のリブ同士が噛み合った場合でも、互いに近づくことがない。
そのため、電槽蓋に対して、電槽箱の下部が隣接する鉛蓄電池同士で近づき、鉛蓄電池が
傾いて、パレット上で荷崩れすることが考えられる。特に、上部から下部にかけて若干の
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テーパーが形成されている電槽箱本体を使用する場合、パレット上での荷崩れが顕著とな
る。
　本発明は、上述した従来の技術が有する課題を解消し、複数の隣接する鉛蓄電池の電槽
の外部側面に設けられたリブ同士の噛み合いを防止することができる鉛蓄電池を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明は、電槽箱と、前記電槽箱の上部開口を塞ぐ電槽蓋
とからなる電槽箱本体を備えた鉛蓄電池において、前記電装箱本体の側面に縦方向に複数
条に突出した縦リブを備え、前記突出した縦リブは前記電槽蓋の周側面より突出しないよ
うに形成し、且つ、隣接する前記縦リブ間を繋ぐ横リブを備えたことを特徴とする。
【０００６】
　この構成によれば、電槽箱本体の側面に縦方向に複数条に突出し設けられた縦リブの、
隣接する縦リブ間を繋ぐ横リブを設けたため、複数の鉛蓄電池を並べて輸送する際に、輸
送時の振動を受けて鉛蓄電池が横ずれおこしても、隣接する鉛蓄電池の、一方の鉛蓄電池
の縦リブを、他方の鉛蓄電池の横リブに干渉させることができ、縦リブ同士が噛み合うの
を防止することができる。
【０００７】
　この構成において、前記横リブを、鉛蓄電池の重心位置よりも低い位置に設けた構成と
しても良い。
　この構成によれば、隣接する鉛蓄電池の縦リブ同士が噛み合うのを防止する横リブが、
鉛蓄電池の重心位置よりも低い位置に設けられているため、鉛蓄電池１の輸送時に振動に
よって鉛蓄電池に傾く方向に力がかかった場合でも、鉛蓄電池の重心位置よりも低い位置
に設けられた横リブを、隣接する鉛蓄電池の縦リブに干渉させて、鉛蓄電池が傾くのを防
止することができる。
【０００８】
　また、前記縦リブは、前記電槽箱本体の一対の対向する側面に設けられ、前記縦リブ間
を繋ぐ横リブを、一方の側面の端と、他方の側面の端とに設け、一方の側面に設けられた
横リブと他方の側面の端とに設けた横リブとは点対象の位置に設けた構成としても良い。
　この構成によれば、縦リブ間を繋ぐ横リブを電槽箱本体の側面の一部に設けて、縦リブ
同士の噛み合いを防止することができる。また、横リブを部分スライドの金型で形成する
ことができ、金型製造のコストを削減することができる。また、横リブを電槽箱本体の側
面の端に設けることで、輸送時の振動を受けて、複数並べた鉛蓄電池が、隣接する鉛蓄電
池に対して回転するのを防止することができる。また、鉛蓄電池の電槽箱本体の一対の対
向する側面の点対称の位置横リブを設けることで、隣接する鉛蓄電池の対向する面が１８
０度回転した場合においても、横リブが、隣接する鉛蓄電池の縦リブと干渉する位置に配
置される。そのため、輸送の際に、鉛蓄電池を並べる向きを考慮することなく、鉛蓄電池
を載置することができるため、輸送作業の効率が向上する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、電槽箱本体の側面に縦方向に複数条に突出し設けられた縦リブの、隣
接する縦リブ間を繋ぐ横リブを設けたため、複数の鉛蓄電池を並べて輸送する際に、輸送
時の振動によって鉛蓄電池が横ずれを起こしても、隣接する一方の鉛蓄電池の縦リブが他
方の鉛蓄電池の横リブに干渉し、隣接する鉛蓄電池の縦リブ同士が噛み合うのを防止する
ことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態の鉛蓄電池を複数並べた状態を示す斜視図である。
【図２】鉛蓄電池の正面図である。
【図３】鉛蓄電池の側面図である。
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【図４】鉛蓄電池の下面図である。
【図５】鉛蓄電池を並べた状態を示す下面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本発明を適用した実施形態に係る鉛蓄電池１を複数並べた状態の斜視図である
。また、図２は鉛蓄電池１の正面図であり、図３は側面図であり、図４は下面図であり、
図５は鉛蓄電池を並べた状態を示す下面図である。
　鉛蓄電池１は、制御弁式鉛蓄電池であり、図１に示すように、略矩形の箱形状に形成さ
れた電槽箱１１と、電槽箱１１の上部開口１１Ａを閉封する電槽蓋１２から構成される電
槽箱本体１０を備える。電槽箱本体１０の内部には、図示は省略したが、正極板と負極板
をセパレーターを介して交互に積層し、同極の極板の耳部を溶接によって接続することに
より形成した極板群と、電解液とが収容されている。電槽蓋１２は、電槽箱１１の上部開
口１１Ａに、溶着或いは接着されている。鉛蓄電池１は、また、電槽蓋１２から上部に突
出する、正極端子１３及び負極端子１４を備えている。
【００１２】
　鉛蓄電池１は、複数並べた状態でパレットに載置して緊締し、輸送される。この際、縦
リブ間を繋ぐ横リブ１６を設けることで、複数の鉛蓄電池１を並べて載置したときに、対
向する縦リブ１５同士が噛み合うのを防止することが可能となっている。これら鉛蓄電池
１は、図示しないが、使用に際しては、正極端子１３、及び、負極端子１４がそれぞれ交
互に一列に並ぶように配置し、隣接する鉛蓄電池１の異極性の端子同士を電池間接続板で
接続し、多数の鉛蓄電池が接続された組電池を形成して使用される。
【００１３】
　鉛蓄電池１の高さＨ、幅Ｗ、長さＬはその標準寸法が規格化されている。例えば、鉛蓄
電池１が１５０Ａｈの容量を有する場合、鉛蓄電池１の高さＨは３６５ｍｍに、幅Ｗは１
７０ｍｍに、長さＬは、１０６ｍｍになるようにその外形寸法が形成されている。電槽蓋
１２は、上面視で、この規格寸法に合わせて、幅Ｗ及び長さＬに形成されている。電槽箱
１１は不図示の極板群と電解液が収容される箱部１１Ｂと、箱部１１Ｂと一体に形成され
、上部開口１１Ａが設けられる、上縁部１１Ｃから構成される。
【００１４】
　箱部１１Ｂは、鉛蓄電池１の定格容量に合わせて電槽箱本体１０の内部に必要な枚数の
電極板を収容することができる所定の箱幅Ｗ２に形成される。例えば、上述の、容量が１
５０Ａｈの、電槽蓋の周側面より突出しないように縦リブが形成された鉛蓄電池１におい
ては、幅Ｗ２が、幅Ｗよりも小さい。上縁部１１Ｃは、電槽蓋１２が溶着或いは接着でき
るように、電槽蓋１２に合わせて、規格寸法の幅Ｗ及び長さＬに形成されている。
【００１５】
　図２に示すように、電槽箱１１の箱部１１Ｂの、一対の外部側面で、底辺の長さが、鉛
蓄電池１の規格寸法の長さＬに形成されている側面１７Ａ，１７Ｂには、複数条の縦リブ
１５が設けられている。縦リブ１５は、箱部１１Ｂの底面から、上縁部１１Ｃの下面まで
、電槽箱１１の上下に亘って設けられている。
【００１６】
　各縦リブ１５の間隔は均等であっても良いし、或いは、不均等であっても良い。本実施
形態においては、縦リブ１５が設けられていない側面２０Ａ及び側面２０Ｂからの距離が
それぞれ等しい一対の縦リブ１５，１５を、図２に示す鉛蓄電池１の正面視で左右対称に
設け、各側面１７Ａ，１７Ｂに、４本の縦リブ１５を設ける構成とした。
【００１７】
　また、電槽箱１１の、縦リブ１５が設けられていない側面２０Ａ、或いは、側面２０Ｂ
に最も近い位置、つまり複数の縦リブ１５で、最端に設けられた縦リブ１５と、この最端
の縦リブ１５の隣の縦リブ１５の間には、これらの一対の縦リブ１５，１５を繋ぐ横リブ
１６が設けられている。横リブ１６は、縦リブ１５，１５と直交するように設けられてい
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る。横リブ１６は、図１に示すように、複数の鉛蓄電池１を並べて接続したときに、対向
する縦リブ１５同士が噛み合うのを防止する。横リブ１６は、縦リブ１５と一体に形成さ
れ、鉛蓄電池１の重心位置Ｘよりも下方に設けられる。横リブ１６を、鉛蓄電池１の重心
位置Ｘよりも下方に設けることで、上方に設けた場合より、更に傾く事を確実に防止でき
る。
【００１８】
　電槽箱１１及び電槽蓋１２は、合成樹脂製（ＡＢＳ樹脂製）から形成され、各々樹脂成
形により形成される。横リブ１６は、電槽箱１１を形成する金型に、横リブ１６を形成す
るためのスライドコアと呼ばれる部分スライドを設定して形成されている。このように、
横リブ１６を部分的にすることで、部分スライドを採用して横リブ１６を形成することが
でき、電槽箱１１を作成するための金型の費用を削減することができる。
【００１９】
　縦リブ１５は、図３に示すように、電槽箱１１の外形寸法と、電槽蓋１２の上面視の外
見寸法とをそろえるために設けられる。箱部１１Ｂは、箱幅Ｗ２に形成され、縦リブ１５
は、リブ幅Ｗ３に形成される。縦リブ１５は、箱部１１Ｂの幅方向の前後に同じリブ幅Ｗ
３で形成され、側面１７Ａ，１７Ｂから略直角に電槽箱１１の外部に向かって突出するよ
うに設けられている。縦リブ１５は、電槽箱１１と一体に形成され、電槽箱１１の強度を
高めて、電槽箱１１の膨れを防止する効果も備える。
【００２０】
　横リブ１６は、底面１１Ｄから上方に設けることが好ましい。この構成によれば、鉛蓄
電池１が輸送時に縦方向の振動を受けて浮き上がった場合でも、縦リブ１５の底面が、隣
接する鉛蓄電池１の横リブ１６の上に乗りあがるのを防止することができる。
　また、図示は省略したが、横リブ１６よりも下方の縦リブ１５を、電槽箱１１の底面１
１Ｄから、横リブ１６に向かって斜めに切り欠いた構成としても良い。
　この構成によれば、鉛蓄電池１が輸送時に縦方向の振動を受けて浮き上がった場合でも
、斜めに切り欠かれた縦リブ１５の底面は、横リブ１６に乗り上げる、或いは、横リブ１
６の上面に入り込むことがなく、隣接する鉛蓄電池１の縦リブ１５或いは横リブ１６同士
が噛み合うのを防止することができる。
【００２１】
　図４に示すように、縦リブ１５は、側面２０Ａ或いは側面２０Ｂからの間隔が同じにな
るように、一対の対向する側面１７Ａ，１７Ｂと一体に設けられている。ところで、図４
において、電槽箱本体１０の下面から遠方に見える電槽箱１１の上縁部１１Ｃは、図中に
横リブ１６を示すために破線で示した。
　横リブ１６は、側面１７Ａ側、及び、側面１７Ｂ側にそれぞれ設けられ、側面１７Ａ側
の横リブ１６と、側面１７Ｂ側の横リブ１６とは、鉛蓄電池１の下面視或いは上面視で、
点対称の位置に設けられている。横リブ１６の幅、及び、縦リブ１５の幅はともに上述の
リブ幅Ｗ３に形成されている。
【００２２】
　図５は、鉛蓄電池１Ａ、１Ｂを、側面１７Ａ、或いは、側面１７Ｂが対向するように並
べた状態を示す下面図である。図５においても、図４と同様に、電槽箱本体１０の下面か
ら遠方に見える電槽箱１１の上縁部１１Ｃは、図中に横リブ１６を示すために破線で示し
た。鉛蓄電池１は、上述のように何十個あるいは何百個つなげて使用することが可能であ
り、鉛蓄電池１の輸送時には、多数の鉛蓄電池１を不図示のパレットに積載して輸送する
。
【００２３】
　横リブ１６，１６は、上述したように、側面１７Ａ，１７Ｂの互いに点対称の位置に設
けられている。そのため、鉛蓄電池１を並べた時に、鉛蓄電池１Ａの側面１７Ａに対向す
る、鉛蓄電池１Ｂの側面が、側面１７Ａであっても、或いは、側面１７Ｂであっても、図
５に示すように、横リブ１６が設けられた一対の縦リブ１５，１５と、横リブ１６を間に
介さない一対の縦リブ１５，１５が対向する。
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【００２４】
　そのため、鉛蓄電池１Ａの縦リブ１５，１５の間に、鉛蓄電池１Ｂの縦リブ１５，１５
が入り込むことがなく、縦リブ１５同士が互いに噛み合うのを防止することができる。こ
れによって、鉛蓄電池１を輸送のためにパレットに積載する際に、隣接する鉛蓄電池１同
士の向きを考慮することなく並べても、隣接する鉛蓄電池１間で、輸送時の振動等によっ
て縦リブ１５同士が噛み合うのを防止することができるため、輸送時に各鉛蓄電池１を正
規な姿勢に保つことができる。
【００２５】
　また、横リブ１６は、各側面１７Ａ，１７Ｂの最端の縦リブ１５と、最短の縦リブ１５
の隣の縦リブ１５と、の間に形成されているため、鉛蓄電池１Ａが隣接する鉛蓄電池１Ｂ
に対して回転するのを防止することができ、複数の鉛蓄電池１を輸送する際に、各鉛蓄電
池１を正規な姿勢に保つことができる。
【００２６】
　以上説明したように、本実施形態によれば、電槽箱本体１１Ｂの側面１７Ａ，１７Ｂに
設けられた複数条の縦リブ１５の、隣接する縦リブ１５，１５間を繋ぐ横リブ１６を設け
たため、複数の鉛蓄電池１を並べて輸送する際に、輸送時の振動によって鉛蓄電池１が横
ずれを起こしても、隣接する鉛蓄電池１の一方の鉛蓄電池１の縦リブ１５が他方の鉛蓄電
池１の横リブ１６に干渉させて、隣接する鉛蓄電池１の縦リブ１５，１５同士が噛み合う
のを防止することができる。
【００２７】
　また、本実施形態によれば、隣接する鉛蓄電池１の縦リブ１５同士が噛み合うのを防止
する横リブ１６が、鉛蓄電池１の重心位置Ｘよりも低い位置に設けられているため、鉛蓄
電池１に輸送時に振動によって傾く方向に力がかかった場合でも、鉛蓄電池１の重心位置
Ｘよりも低い位置に設けられた横リブ１６が隣接する鉛蓄電池１の縦リブ１５と干渉して
、隣接する鉛蓄電池１の縦リブ１５同士が噛み合うことがなく、鉛蓄電池１が傾くのを防
止することができる。
【００２８】
　また、本実施形態によれば、横リブ１６を側面１７Ａ，１７Ｂの一部に設けることがで
きるため、横リブ１６を部分スライドの金型で形成することができ、電槽箱１１を形成す
るための金型の製造コストを削減することができる。
　また、横リブ１６を側面１７Ａ，１７Ｂの端に設けたため、輸送時の振動を受けて、複
数並べた鉛蓄電池１が、隣接する鉛蓄電池１に対して回転する方向に力を受けても、横リ
ブ１６が、隣接する鉛蓄電池１の縦リブ１５と干渉して、鉛蓄電池１が回転するのを防止
することができる。
　また、鉛蓄電池１の側面１７Ａと、側面１７Ａと対向する側面１７Ｂで、互いに点対称
の位置に横リブ１６を設けたため、隣接する鉛蓄電池１の対向する面が側面１７Ａ，１７
Ａ同士の場合、或いは、一方の鉛蓄電池１が１８０度回転した、側面１７Ａと側面１７Ｂ
の場合のどちらにおいても、横リブ１６が、隣接する鉛蓄電池１の、横リブ１６を間に有
しない縦リブ１５、１５と干渉する位置に配置される。そのため、輸送の際に、鉛蓄電池
１を並べる向きを考慮することなく、鉛蓄電池１を載置することができるため、輸送作業
の効率が向上する。
【００２９】
　また、本実施形態によれば、横リブ１６を、電槽箱１１の底面１１Ｄから、縦リブ１５
の幅Ｗ３の寸法分より上方に設けたため、鉛蓄電池１の輸送時に縦方向の振動を受けて、
鉛蓄電池１が浮き上がった場合においても、隣接する鉛蓄電池１の、一方の鉛蓄電池１の
縦リブ１５の下面が、他方の鉛蓄電池１の横リブ１６の上に乗り上げるのを防止すること
ができ、縦リブ１５同士が噛み合うのを防止することができる。
【符号の説明】
【００３０】
　１、１Ａ、１Ｂ　鉛蓄電池
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　Ｗ　幅
　Ｗ２　箱幅
　Ｗ３　リブ幅
　１０　電槽箱本体
　１１　電槽箱
　１１Ｂ　箱部
　１２　電槽蓋
　１５　縦リブ
　１６　横リブ
　１７Ａ、１７Ｂ　側面
　Ｘ　重心位置

【図１】 【図２】
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